監　　　視
に従事する者に対する適用除外許可申請書
断続的労働

様式第14号（第34条関係）
	事業の種類
	事業の名称
	事業の所在地

	建築サービス業
	株式会社アーバンガードサービス
	東京都千代田区神田錦町一丁目1234 
　　　　　　　　　（電話番号：03－6543－1234）

	
	業務の種類
	員　数
	労働の態様

	監視
	オフィスビル夜間受付
	1人
	勤務は午後6時00分から翌午前9時00分まで。主な業務は、防災盤及び監視カメラの監視、監視者及びテナントからの電話の受付、鍵の受渡し、異常発生時関係先への連絡であり、常態として監視室内で待機し、設備の監視を中心に従事する。実際の作業は警報発報時確認、電話対応等に限定され、平常時は座位による監視が中心である。

	断続的労働
	夜間館内巡回業務
	3人
	勤務は午後6時00分から翌午前9時00分まで。 主な業務は、館内巡回4回（午後8時、午後11時、午前2時、午前6時。各回約20分）、郵便物及び文書の受理、異常の有無の点検。緊急連絡時には仮眠用のベッド、寝具及び冷暖房設備を備えた待機室において十分な休息をとることができる。



　　　　令和8年6月12日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職名　代表取締役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　森川 俊介　　　　　　　　　　
　　　　　神田　労働基準監督署長　殿
